
金山町の 
 広域組織化への歩み！ 

１町１組織とは！ 
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只見川 

沼沢湖 

かぼまる 
金山町の公式キャラクタ 

ひめます 
福島ではここだけです！ 

赤カボチャ 
非常に甘くほくほく 

全国でも 
珍しい 

天然炭酸水 

温泉 (炭酸泉) 

♨ 
♨ 

♨ 

♨ 
♨ 

♨ 

♨ 



只見川 

沼沢湖 

１．金山町のご紹介 

３１行政区(33集落) 

約９０％が森林地帯 

総面積：293.92 ㎢ 

人口：約2,160人 

高齢化率：58.9％ 
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２．活動組織概要 

項目 説明内容 

活動場所 福島県 金山町 

対象農用地面積 全体172ha (田：145ha 畑：27ha） 

対象施設 水路：73.9km   農道：46.9km ため池：１箇所 

交付金額 農地維持支払       ４８８万円 
資源向上（共同活動）   ３６６万円 

活動開始年度 平成２６年度 

組織の構成員 農業者：   ４８２名 
非農業者：   ８２名 
団体・行政区： ３３名 

 
主な活動内容 

農地維持活動 農地等の草刈り、水路の土砂上げ作業等 

資源向上活動 
 （共同活動） 

農地法面補修、農道脇の植栽、生き物の調査等 

平均年齢：71.2歳 



３．多面的機能支払交付金への対応を考える 

理由は？ 

・高齢化が進んでいく中で５年間の活動を継続する
のは不安。 
・事務作業の煩わしさ。を危惧する中で 
集落の取りまとめに役場職員が対応できた、２集
落が試行的に参加。 

制度の改変等もあり、 
町としても協力していく方針
で全体集落説明会を開催 
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中山間地域等支払交付金に参加 平成12年度～現在 

現在の金山町の農地や農業用施設等の保全管理状況は？ 

農地・水・環境保全向上対策※に参加  平成21年度～平成25年度 
※ 平成24年度から農地・水保全管理支払交付金に移行。 
 

多面的機能支払交付金に参加 平成26年度～現在 

説明会やパンフレットの配布を実施
し参加の有無を確認。 

２集落参加 

現状を確認  
・現状の保全管理状況を改善したい気持ちはある。 
・具体的に何がどのようにできるのかわからない。 
・農地・水保全管理支払交付金の制度と同じなのか、
使い勝手がよくなったのか？ 

平成２６年６月開催 



農地の保全管理
に役立ちそうだ！ 
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３．多面的機能支払交付金への対応を考える 

作成する資料
が多いな・・・ 

５年間も続けら
れるかな？ 

今やってる作業
と同じだから、で

きるかも！ 

なんだか、面倒
くさいな！ 

中山間直接支払に
取り組んでるのにさ
らに手間がかかる

のかな？ 

全体集落説明会の反応 

パソコンで作成す
る資料が多く対
応できないな。 

内容はすご
くいいと思

う！ 



３．多面的機能支払交付金への対応を考える 

なぜ参加して活動できないのか？ 

各集落の意見は・・・？ 

なんだか、面倒くさいな！ 

５年間も続けられるかな？ 
高齢化、農業従事者の減少。 

パソコンで作成する資料が多
く対応できないな。 

パソコンでの資料作成はできない。 

町(役場)でフォローしてほしい。 

自分ではやりたくない。 
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個別に聞いて
みると・・・ 

パソコンを持ってない。 

中山間直接支払に取り組ん
でいるのにさらに手間がかか
るのかな？ 

交付金の交付を受けるため
に作成する資料が多いな… 
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３．多面的機能支払交付金への対応を考える 

平成12年度から取り組んでいる中山間地域等直接支払交付金の現状は？ 

○○ 集落 
 

代表 
副代表 
会計 
庶務 
監査 
・ 
・ 

△△ 集落 
 

代表 
 

会計 
庶務 
監査 
・ 
・ 

□□ 集落 
 

代表 
副代表 
会計 

 
監査 
・ 
・ 

×× 集落 
 

代表 
 

会計 
 

監査 
・ 
・ 

・・・ 

各集落単位で役職を決めて個々に対応してきた。 

高齢化の問題。 
農地や農業用施設の保全管理。 

事務作業の煩わしさ。 



３．多面的機能支払交付金への対応を考える 

現状の問題点は？ 
・高齢化が進んでいる。 
・農地や農業用施設の保全管理が厳しい。 
・事務作業の煩わしさの増加。 

解決策はないのか！ 
・平成24年度からの制度に変更はないのか？ 
・運用方法で対応できないか？ 

交付要綱 

実施要綱 

キーワードは 
広域活動組織？！ 活動の手引き 

ガイドブック 

参考 実施要領 
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４．広域活動組織の設立にむけて 

広域活動組織を設立することがカギになりそうだ！ 

集落を集めて対応できる。 

組織(集落)単位で交付金を運用できる。 

組織内での助け合いが可能。 

交付単価のメリット措置がある。 

小さな集落も 
参加できる。 

構成員が多くなり
運営が楽になる。 

構成員が増え人
材確保ができる。 

交付単価の減額
調整がない。 
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広域化のメリット 



４．広域活動組織の設立にむけて 

広域活動組織の設立とは？ 

広域的なエリアを対象とした、集落(活動組織)、NPO法人、地域の関係団
体等などから構成される、構成員間の協定に基づく組織。 

取組面積や組織形態に応じて、広域活動組織を設立することが可能。 

構成員と対象エリアを明確にしていくこと
で、広域活動組織を設立できそうだ！ 
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想定より簡単に活動組織は出来そうだ！？ 



４．広域活動組織の設立にむけて 

金山町で広域活動組織を設立するには？ 

隣接集落のみの広域化？ 

・集落をどの程度集めるのか？ 

５～８集落単位？ 

・構成員はどうするのか？ 
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参加希望者のみ？ 

事業者は？ 

・対象農用地はどうするのか？ 

農振農用地以外も追加？ 

細切れに組織化しても・・・ 

構成員は多い方がいいかな？ 

対象を広げすぎても・・・ 

１町1組織が 
可能では？ 
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４．広域活動組織の設立にむけて 

・金山町の行政区単位で全てを対象とする！ 

・構成員は対象農用地の管理者を基本とする。 

・対象農用地は中山間直接支払の対象地域を
基本とする。 

原案を作成してみよう！ 

上記の三つの条件を基本に原案を作成。 

１町1組織の原案完成！ 

細切れで組織を作るより 
１町１組織で行こう！ 



５．１町１組織へ向けて！ 

・中山間直接支払に参加している集落 

再度 集落説明会を開催しよう！ 

説明会 
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・未参加集落も歓迎 

・営農組織や企業も歓迎 

何か忘れてないかな・・・？ 

色々な人に説明会に参加
してもらい、趣旨を理解
してもらおう。 



５．１町１組織へ向けて！ 

ところで・・・ 
広域化したら事務作業は誰がやるの？ 
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・構成員の中で募る？ 

・役員が兼務？ 

事務員を雇い対応してもらおう！ 

組織の取組内容を明確にして、 
             運用方法も検討しよう。 

そもそも、 
事務作業が煩わしいという
理由で平成２１年度は交付
金の活用集落を２集落に
絞ったのでは？ ・持ち回りで対応？ 



５．１町１組織へ向けて！ 

事務員の確保は？ 
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・事務作業の内容は？ 
・作業場所は？ 
・いつから雇用するの？ 
・給与はどうする？ 
そもそも、事務員を雇っていいの・・・ 

先ずは、町の臨時職員として雇用し、職員と協力
して立ち上げに関わってもらおう！ 

組織の設立後は、町の臨時職員を広域活動組織で 
雇用し、継続して事務に従事してもらおう！ 

組織が立ち上がってないのに？ 

臨時職員を募集して 
集まるかな？ 



５．１町１組織へ向けて！ 
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１町１組織での取り組みに理解をいただき、 
広域活動組織へ向け始動開始！ 

組織構成(案) 

活動内容 

交付金運用方針(案) 

広域協定書 
(参考資料) 

事業計画書 
(参考資料) 

説明会 

３１行政区中21行政区が参加 
農業関連団体は２団体参加 

集落説明会を開催 
 町が全集落及び農業関連団体(営農組合等）に案
内を配布し、その後説明会を開催 平成２６年９月開催 

ため池の土砂上げ作業 



金山町農地維持環境保全協議会 
 

５．１町１組織へ向けて！ 
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広域協定運営委員会 
役員 

会長 他４名 
参加集落 
の代表 

事務局 

参加集落等 
営
農
組
合 

各集落 
・農業者 
・非農業者 
・行政区 
・団体 

 
集
落 

 
集
落 

 
集
落 ・・・・・ 

H26年度 １７集落参加 

組織構成 (案) 

農地法面の草刈り/水路の土砂上げ/農地法面の補修
/景観形成/生き物調査 

H29年度 ２４集落参加 



５．１町１組織へ向けて！ 
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集落名 対象面積 交付金額 

○○集落 5,000a 2,700,000 

△△集落 1,000a 540,000 

□□集落 500a 270,000 

・ 300a 162,000 

・ 200a 108,000 

・ 150a 81,000 

××集落 100a 54,000 

合計 7,250a 3,915,000 

配分方針 

交付金の運用方針 (案) 

（単位：円） 

事務局費 

270,000 

54,000 

27,000 

16,000 

10,800 

8,100 

5,400 

391,500 

基礎配分 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

350,000 

配分率 

69％ 

14％ 

7％ 

4％ 

3％ 

2％ 

1％ 

100％ 

個別配分 

2,189,715 

444,290 

222,145 

126,940 

95,205 

63,470 

31,735 

3,173,500 

配分合計 

2,239,715 

494,290 

272,145 

176,940 

145,205 

113,470 

81,735 

3,523,500 

１0％ 
事務局費の確保。 

小規模集落の活動費確保
として基礎配分費の設定。 

交付金額の割合に応じて
配分率を設定。 



５．１町１組織へ向けて！ 
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各集落でバラバラだった各種費用を統一単価とした。 

作業日当、機械借上費の統一。 

役員費の統一。 

統一金額(案)の作成。 

役員費の低減。 

使途 

作業日当、機械借り上げ費、役員報酬 等 

交付金の運用方針 (案) 

草刈り機 軽トラック トラクター チェーンソー 耕運機 左記以外 

半日(4時間まで) 500 500 2,500 500 500 500 

１日(8時間まで) 1,000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000 

例 

時間 
機種 

（単位：円） 
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６．協議会設立にむけて 

全体集落説明会の反応 

協力し合えばでき
るのでは？ 

５年間対応でき
る自信がない。 

いろいろな活動
が出来そうなの
で楽しみ！ 

中山間直接支払
と並行して取り
組めるか不安。 

事務作業が難し
そう・・ 

ぜひ参加したい！ 保全管理できる
自信がない。 
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６．協議会設立にむけて 

広域協議会への参加確認 

構成員名簿の作成 

対象農用地の確定 

不参加集落への今後の対応 

参加確認票にて参加集落の確定 

参加確認票 
・参加の有無 
 代表者氏名 
 
・不参加の理由 
 
・今後の可能性 
 
・ご意見 
 

次年度以降の参加確認 

実施状況の情報提供 

活動内容の詳細説明 

参加者へ向けて 

不参加者へ向けて 
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運営委員会の設立 
 ・役員の選出(会長、副会長、会計、監査(２名)） 
 ・規則の作成 
 ・運用方針の作成 

役員の選出 
 人選を役場と検討、事前に本人と話し合いを実施。 

規則の作成 
 広域化を実施していた近隣の町村から、参考になる資料を入手。 

運用方針の作成 
 広域化を実施していた近隣の町村から、参考になる資料を入手し想定 
 できる運用方針を追加し作成。 

運用体制 (案) 

６．協議会設立にむけて 
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広域協定書 (案) 

広域協定書 
(案) 

運営委員会 
規則 
(案) 

運営委員会 
運営方針 

(案) 

役員 事務局 

広域協定を実践している近隣
町村にヒアリング実施。 
協定書を参考に作成。 

近隣町村 

６．協議会設立にむけて 

決定 
決定 

決定 



28 

事業計画書 (案) 

事業計画書 
活動計画書 

広域協定 
参加同意書 

 広域協定参加同意書 
 
１．構成員 
２．対象農用地一覧 
３．協定対象区域図面 
４．団体同意書 
 
 
 
 
 
 役員 事務局 各集落代表 

中山間直接支払の同意書を
活用して原案作成 
・構成員名簿(案)を作成 
・対象農用地一覧(案)を作成 

６．協議会設立にむけて 

決定 
決定 

決定 



７．広域活動組織設立 
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      (案) 
組織構成 
広域協定書 
・運営委員会規則 
・運営委員会運営方
針 
事業計画書 
・事業計画 
・活動計画書 
・参加同意書 
・構成員一覧 
・対象農用地一覧 
運用体制 
・交付金の運用方針 

説明 
承認を得て活動を開始。 

設立総会 開催 平成２６年１０月開催 



８．広域活動組織設立後 
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問題点は解決されたのか？ 

・高齢化が進んでいる。 

・農地や農業施設の保全管理
が厳しい。 

・事務作業の煩わしさの増加。 

町(行政)と共に今後の課題として検討 

保全管理に注力できるようになった。 

事務作業の軽減が図れた。 

手書き資料（メモ）でも対応。 

交付金の管理が楽になった。 

総会開催の手間が無い。 

１町１組織となり、町の対応も軽減。 

保全管理に参加する人が増えた。 

集落内での共同作業の意識が高まった。 

組織内の人材の有効活用が可能。 

効率的な資材購入や備品の融通が可能。 



９．将来の多面的機能支払交付金への対応を考える 
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将来の課題 

対象農用地の減少 構成員の減少 

高齢化の進展 

人口の減少 

交付金の減少 

資源向上支払(共同活動)の
交付単価が７５％になる。 

農地や農業用施設の保
全管理が難しい 

事務作業の煩わしさ 

事務作業の簡易化 

事務局員の負荷大 

共同作業費の
圧迫！ 

共同作業
の充実！ 

推進交付金の活用 

新たな補助体制整備 

新たな取り組み 
(案)協力者登録制度を検討中 
共同作業に協力できる人を登
録し事務局が随時紹介する。 

事務局員の確保が難しい 



ご清聴ありがとうございました。 
 
 

金山町農地維持環境保全協議会 
広域協定運営委員会 

事務局 
五ノ井 忠伸 

平成29年10月11日 

32 


	金山町の�　広域組織化への歩み！
	目次
	１．金山町のご紹介
	１．金山町のご紹介
	１．金山町のご紹介
	１．金山町のご紹介
	２．活動組織概要
	３．多面的機能支払交付金への対応を考える
	３．多面的機能支払交付金への対応を考える
	３．多面的機能支払交付金への対応を考える
	３．多面的機能支払交付金への対応を考える
	３．多面的機能支払交付金への対応を考える
	４．広域活動組織の設立にむけて
	４．広域活動組織の設立にむけて
	４．広域活動組織の設立にむけて
	４．広域活動組織の設立にむけて
	５．１町１組織へ向けて！
	５．１町１組織へ向けて！
	５．１町１組織へ向けて！
	５．１町１組織へ向けて！
	５．１町１組織へ向けて！
	５．１町１組織へ向けて！
	５．１町１組織へ向けて！
	６．協議会設立にむけて
	６．協議会設立にむけて
	６．協議会設立にむけて
	６．協議会設立にむけて
	６．協議会設立にむけて
	７．広域活動組織設立
	８．広域活動組織設立後
	９．将来の多面的機能支払交付金への対応を考える
	ご清聴ありがとうございました。��

